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●
医
療
費
の
推
移

　

市
の
国
保
医
療
費
は
、
こ
こ
数
年
約
60
億
円

で
推
移
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
の
国
保
の
年

間
被
保
険
者
数
は
、【
表
１
】
の
と
お
り
平
成

20
年
度
に
１
万
９
４
４
４
人
で
し
た
が
、
平
成

国
民
健
康
保
険
か
ら
医
療
費
の
現
状
を
み
る

●
問
い
合
わ
せ

　

保
健
医
療
課
健
康
支
援
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
６
３
）

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
地
域
の
保
険
と
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
市
町
村
が
運
営
し
、

加
入
者
の
皆
さ
ん
の
相
互
扶
助
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
市
の
国
保
の
状
況
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

25
年
度
に
は
１
万
７
１
７
１
人
と
５
年
間
に
２

千
人
以
上
減
少
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
被
保

険
者
の
１
人
あ
た
り
の
費
用
額
は
、
平
成
20
年

度
の
30
万
９
５
１
円
か
ら
平
成
25
年
度
に
は
35

万
１
３
９
円
と
な
り
年
々
増
加
の
一
途
を
た

ど
っ
て
い
ま
す
。

●
疾
病
別
医
療
費
の
状
況

　

下
の
【
表
２
】
は
、
市
の
疾
病
別
医
療
費
の

状
況
で
、
入
院
と
入
院
外
を
あ
わ
せ
た
医
療
費

の
総
合
計
で
す
。
医
療
費
の
上
位
を
占
め
る
も

の
は
、
統
合
失
調
症
（
精
神
疾
患
）、
歯
の
疾
患
、

高
血
圧
性
疾
患
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
腎

不
全
は
件
数
は
少
な
い
も
の
の
医
療
費
が
高
額

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
工
透
析
が
要
因
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
市
の
平
成
24
年
の
人
工
透
析
患

者
は
、
人
口
10
万
人
当
た
り
の
割
合
で
は
県
内

で
４
番
目
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
人
工
透
析

の
原
因
の
約
半
数
を
糖
尿
病
が
占
め
て
い
ま
す
。

　

統
合
失
調
症
に
関
し
て
は
、
長
期
入
院
の
人

が
多
い
た
め
医

療
費
が
高
額
に

な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
現
状
が

あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
歯
の
疾
患
や
高
血
圧
性
疾
患
な
ど
は
、

市
の
特
定
健
診
の
受
診
や
日
常
生
活
を
見
直
す

こ
と
で
、
予
防
や
悪
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
今
後
の
予
防
対
策
が
必
要
で
す
。

●
年
齢
階
層
別
の
県
と
の
比
較

　

【
表
３
】
は
、
年
齢
階
層
別
の
１
人
当
た
り

の
医
療
費
の
市
と
県
平
均
の
比
較
で
す
。
年
齢

が
高
く
な
る
に
従
い
、
医
療
費
は
高
く
な
り
、

特
に
45
歳
か
ら
54
歳
、
60
歳
か
ら
64
歳
が
、
県

平
均
よ
り
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
人　

360,000
340,000
320,000
300,000
280,000
260,000
　　円

１人当たりの費用額（円） 年間被保数（人）

平
成
21
年
度

平
成
22
年
度

平
成
23
年
度

平
成
24
年
度

平
成
25
年
度

平
成
20
年
度

600

500

400

300

200

100

0
百万円 歯

の
疾
患

高
血
圧
性

疾

　患

糖
尿
病

腎
不
全

統
　合

失
調
症

平成24年
平成25年

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
円 50

〜
54
歳

45
〜
49
歳

40
〜
44
歳

55
〜
59
歳

60
〜
64
歳

65
〜
69
歳

村上市
県平均

【表１】年度別被保険者数と費用額の推移

【表２】疾病別医療費の状況（入院・入院外）

	 【表３】年齢階層別の１人当たりの医療費	 （平成24年）
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●
市
の
医
療
費
の
傾
向

　

村
上
市
の
特
徴
は
、
県
平
均
と
比
べ
て
、
高

血
圧
で
受
診
す
る
人
の
割
合
が
高
い
こ
と
で
す
。

特
に
、
50
代
で
は
、
年
間
の
受
診
件
数
が
２
４

０
０
件
で
す
が
、
国
保
に
加
入
す
る
人
が
多
い

60
代
で
は
１
万
５
６
０
０
件
と
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
市
の
特
定
健
診
で
も
、
高
血
圧

と
指
摘
さ
れ
る
人
の
割
合
は
、
受
診
者
の
約

60
％
と
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

●
市
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら

　

こ
の
よ
う
な
実
態
を
受
け
、
市
で
は
毎
年

健
診
会
場
で
食
生
活
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
60
代
70
代
と
年

齢
が
高
く
な
る
に
従
っ
て
、
味
噌
汁
を
一
日
２

〜
３
杯
飲
む
人
の
割
合
が
高
く
な
り
、
漬
物
も

毎
食
食
べ
る
人
の
割
合
も
高
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。
一
日
の
塩
分
摂
取
量
は
、
男
性
は
９
グ
ラ

ム
、
女
性
は
７
・
５
ｇ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

ま
だ
ま
だ
塩
分
過
多
の
生
活
の
人
が
多
い
状
況

で
す
。

　

ま
た
、
飲
酒
の
習
慣
に
つ
い
て
も
、
男
性
は

２
人
に
ひ
と
り
、
女
性
は
20
人
に
ひ
と
り
、
毎

日
飲
酒
を
し
て
い
ま
す
。
特
に
２
合
以
上
の
飲

酒
の
割
合
が
男
性
で
は
５
人
に
ひ
と
り
で
、
県

平
均
よ
り
高
い
状
況
で
す
。

●
高
血
圧
が
ひ
き
お
こ
す
こ
と

　

高
血
圧
の
状
態
が
続
く
と
、
血
管
が
傷
つ
き
、

命
に
か
か
わ
る
疾
病
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
血

管
を
守
り
、
脳
卒
中
や
心
筋
梗
塞
、
腎
臓
病
を

防
ぐ
た
め
に
、
生
活
習
慣
を
変
え
て
高
血
圧

を
予
防
し
ま

し
ょ
う
。

　

今

年

度
、

市
で
は
次
の

と
お
り
３
回

コ
ー
ス
で
高

血
圧
予
防
教

室
を
開
催
し
ま
す
。ぜ
ひ
、参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

高血圧予防教室　会場・マナボーテ村上
①９月９日㈫　午後１時～３時

　　管理栄養士による減塩食のお話と試食（無料）

②10月１日㈬　午前10時～正午

　　薬剤師による血圧の薬のお話（無料）

③平成27年３月４日㈬　午前10時～正午

　　減塩弁当の食事会（参加費500円）

「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
」

「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
交
付
申
請
に
つ
い
て

　

入
院
や
外
来
で
自
己
負
担
限
度
額
以
上
の
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
場
合
に
は
、

事
前
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」の
交
付
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

認
定
証
を
医
療
機
関
な
ど
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、同
一
月
・
同
一
医
療
機
関

な
ど
で
の
支
払
い
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
留
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、柔
道
整
復
、は
り
、き
ゅ
う
、あ
ん
ま
、マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
は
対
象
外
で
す
。

※
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
は
、年
齢
・
世
帯
の
所
得
区
分
に
応
じ
て
異
な
り
ま
す

申
請
方
法

【
70
歳
未
満
の
人
】

　

入
院
な
ど
の
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
70
歳
以
上
の
人
】

　

住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
場
合
の
み
「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
が

交
付
さ
れ
ま
す
の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

住
民
税
課
税
世
帯
の
人
は
、
医
療
機
関
に

国
民
健
康
保
険
証
兼
高
齢
受
給
者
証
を
提
示

す
る
だ
け
で
、
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支

払
い
と
な
り
ま
す
の
で
認
定
証
の
申
請
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
保
険
証　

・
印
鑑

認
定
証
の
更
新

　

認
定
証
の
有
効
期
限
は
、
毎
年
７
月
31
日

で
す
。
現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
で
、
８
月

１
日
以
降
も
必
要
な
人
は
、
更
新
が
必
要
で

す
の
で
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

保
健
医
療
課
国
保
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
５
２
〜
２
５
４
）

申
請
を
さ
れ
た
月
の
１
日
か
ら

有
効
の
認
定
証
を
発
行
し
ま

す
。
８
月
に
限
度
額
の
適
用
を

受
け
た
い
人
は
、
８
月
中
に
申

請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

国保室　東


